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１
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○

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
四
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
建
築
物
環
境
衛
生
管
理
基
準
）

（
建
築
物
環
境
衛
生
管
理
基
準
）

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

。

。

一

空
気
環
境
の
調
整
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

一

空
気
環
境
の
調
整
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

空
気
調
和
設
備
（
空
気
を
浄
化
し
、
そ
の
温
度
、
湿
度
及
び
流
量
を

イ

空
気
調
和
設
備
（
空
気
を
浄
化
し
、
そ
の
温
度
、
湿
度
及
び
流
量
を

調
節
し
て
供
給
（
排
出
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

調
節
し
て
供
給
（
排
出
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
を
い
う
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
て

す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
を
い
う
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
て

い
る
場
合
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
居
室
に
お

い
る
場
合
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
居
室
に
お

け
る
次
の
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
が
お
お
む
ね
当
該
各
号
の

け
る
次
の
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
が
お
お
む
ね
当
該
各
号
の

下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
空
気
を
浄
化
し
、
そ
の
温
度

下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
空
気
を
浄
化
し
、
そ
の
温
度

、
湿
度
又
は
流
量
を
調
節
し
て
供
給
を
す
る
こ
と
。

、
湿
度
又
は
流
量
を
調
節
し
て
供
給
を
す
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二

一
酸
化
炭

百
万
分
の
六
以
下

二

一
酸
化
炭

百
万
分
の
十
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別

素
の
含
有
率

素
の
含
有
率

の
事
情
が
あ
る
建
築
物
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
数
値
）
以
下

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

四

温
度

一

十
八
度
以
上
二
十
八
度
以
下

四

温
度

一

十
七
度
以
上
二
十
八
度
以
下

二

（
略
）

二

居
室
に
お
け
る
温
度
を
外
気
の
温
度
よ
り

低
く
す
る
場
合
は
、
そ
の
差
を
著
し
く
し
な

い
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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